
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日
受
領

答
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第

三

一

一

号

内
閣
衆
質
一
七
一
第
三
一
一
号

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
内
閣
人
事
局
長
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
内
閣
人
事
局
長
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

内
閣
法
制
局
は
、
内
閣
法
制
局
設
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
に
基
づ
き
「
閣
議
に
附
さ
れ
る
法
律

案
、
政
令
案
及
び
条
約
案
を
審
査
し
、
こ
れ
に
意
見
を
附
し
、
及
び
所
要
の
修
正
を
加
え
て
、
内
閣
に
上
申
す
る
こ
と
」
、

「
法
律
問
題
に
関
し
内
閣
並
び
に
内
閣
総
理
大
臣
及
び
各
省
大
臣
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
」
等
を
所
掌
事
務
と
し
て
内

閣
に
置
か
れ
て
い
る
機
関
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
質
問
主
意
書
に
対
す
る
内
閣
の
答
弁
書
の
案
文
に
つ
い
て
は
、
作
成
を
担
当

す
る
部
局
が
内
閣
法
制
局
に
説
明
し
、
内
閣
法
制
局
が
こ
れ
に
法
律
的
見
地
か
ら
の
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
応
じ
必
要

な
意
見
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
、
五
及
び
六
に
つ
い
て

衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
内
閣
人
事
局
長
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日
内
閣
衆

質
一
七
一
第
二
七
八
号
。
以
下
「
先
の
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
二
及
び
三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
内
閣
人
事
局

長
に
三
名
の
内
閣
官
房
副
長
官
の
中
か
ら
ど
の
者
を
充
て
る
か
に
つ
い
て
は
、
時
々
の
内
閣
総
理
大
臣
が
適
切
に
判
断
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
麻
生
内
閣
総
理
大
臣
の
基
本
的
な
方
針
で
あ
る
。
特
定
の
内
閣
官
房
副
長
官
を
充
て
る
こ
と
に
つ

一



い
て
、
内
閣
と
し
て
の
正
式
な
意
思
決
定
は
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
先
の
答
弁
書
六
及
び
七
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
国
家
戦
略
ス
タ
ッ
フ
を
内
閣
人
事
局
長
に
充
て
る
と

す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
八
号
）
が
想
定
し
て
い
る
も
の
と
は

考
え
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
同
法
の
改
正
が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
防
衛
参

事
官
を
官
房
長
及
び
局
長
に
充
て
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
職
が
そ
も
そ
も
国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
の
よ
う

な
い
わ
ゆ
る
基
本
法
に
従
っ
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
基
本
法
の
改
正
と
い
っ
た
問
題
が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
内
閣
人
事
局
長
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
内
閣
官
房
副
長
官
の

中
か
ら
指
名
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
「
役
職
の
新
設
に
伴
う
国
民
負
担
の
増
大
を
避
け
る
」
た
め
の

み
な
ら
ず
、
「
内
閣
の
重
要
政
策
に
対
応
し
た
適
材
適
所
の
人
事
を
実
現
す
る
」
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
内
閣
の
重

要
政
策
に
対
応
し
た
適
材
適
所
の
人
事
を
実
現
す
る
」
た
め
に
は
、
内
閣
人
事
局
長
は
、
内
閣
の
重
要
政
策
と
幹
部
職
員
の

人
事
の
両
面
を
同
時
か
つ
総
合
的
に
把
握
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
か
ら
、
内
閣
の
重
要
政
策
に
携
わ
る
内
閣
官
房

副
長
官
を
内
閣
人
事
局
長
に
充
て
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

二



こ
れ
に
対
し
て
、
観
光
庁
長
官
及
び
消
費
者
庁
長
官
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
上
で
、
他
の
職
に
あ
る

者
を
充
て
る
積
極
的
な
理
由
が
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
充
て
職
と
は
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


